
東
京
に
お
け
る
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
） 

第
二
十
二
条 
条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
工
作
物
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。 

イ
か
ら
カ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

ヨ 

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
航
空
保
安
施
設 

タ
か
ら
ム
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二
か
ら
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
別
地
区
内
等
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
三
十
二
条 

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
。 

イ
及
び
ロ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

ハ 

次
に
掲
げ
る
工
作
物 

当
該
新
築
の
方
法
並
び
に
当
該
工
作
物
の
規
模
及
び
形
態
が
、
新
築
の

行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保

全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

（イ）
か
ら
（ソ）
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（ツ） 

航
空
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
航
空
保
安
施
設 

（ネ）
か
ら
（テ）
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

ニ
及
び
ホ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二
か
ら
十
一
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
三
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

改 

正 

案 

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
野
生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
制
限
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
為
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
行

為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
工
作
物
を
改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
こ
と
。 

イ
か
ら
カ
ま
で 

（
略
） 

ヨ 

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
航
空
保
安
施
設 

タ
か
ら
ム
ま
で 

（
略
） 

二
か
ら
五
ま
で 

（
略
） 

第
二
十
三
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
地
区
内
等
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
三
十
二
条 

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

工
作
物
を
新
築
す
る
こ
と
。 

イ
及
び
ロ 

（
略
） 

ハ 

次
に
掲
げ
る
工
作
物 

当
該
新
築
の
方
法
並
び
に
当
該
工
作
物
の
規
模
及
び
形
態
が
、
新
築
の

行
わ
れ
る
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
土
地
の
区
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保

全
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
い
こ
と
。 

（イ）
か
ら
（ソ）
ま
で 

（
略
） 

（ツ） 

航
空
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
航
空
保
安
施
設 

（ネ）
か
ら
（テ）
ま
で 

（
略
） 

ニ
及
び
ホ 

（
略
） 

二
か
ら
十
一
ま
で 

（
略
） 

第
三
十
三
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で 

（
略
） 

現 
 

行 


